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      開発等のフローチャート （参考例）  別表第11 

                             ※開発になるかどうか、県の基準を先に確認必要。 

 

 

 

 

 

                              市開発指導要綱第５条（消防施設は別途協議必要） 

                            

 

 

 

 

 

                             

                              事業者において個々に協議し、結果を添付 

                             

 

 

               

 

 

                              

 

 

                               

                開発の場合 

 

 

 

                                        森林面積10,000 m2以上の場合 

 

          開発許可申請 

                      宅地造成規制区域内の場合 

 

 

               市開発指導要綱第３１条            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象建築物は市役所 建築住宅課と協議 

 

 

対象建築物は市役所 都市計画課と協議 

立  案 

事前協議 西脇市総合計画、都市計画施設及び計画道路 

公共施設（道路、水路、河川、下水、その他） 

砂防指定区域内  【北播磨県民局 管理課】 

急傾斜指定区域  【北播磨県民局 管理課】 

土砂災害危険区域 【北播磨県民局 管理課】 

自然公園区域   【北播磨県民局 環境課】 

保安林指定区域  【北播磨県民局 森林課】 

文化財保護法【市教育委員会 郷土資料館】 

西脇市の環境をまもる条例【環境課】 

・敷地500 m2若しくは、100m3の土砂の採取

又は埋立て（開発行為届出） 

・区画、形質の変更等の規制 

・廃棄物の処理等の規制 

・自然環境の保全 

・交通安全対策の義務 

・自動車公害の防止 

・敷地5,000㎡の工場（工場設置届） 

 （緩衝帯及び出入口幅の規制） 

・浄化槽の設置（浄化槽設置届） 

・日照障害及び電波障害の防止 

・文化環境保全区域内の開発等（届出） 

農地法【市 農業委員会】 
西脇市パチンコ店、ゲームセンター及びラブ

ホテルの建築等の規制に関する条例【環境課】 

工場立地及び店舗関係【商工観光課】 

事前協議回答 

都市計画法３２条協議 都市計画法第３２条回答 

林地開発 

３７条申請 公共施設完了検査申請 

市検査 ３６条工事完了届 

県検査 公共施設引継図書の提出 

開発完了公告の告示 

福祉のまちづくり条例 

兵庫県屋外広告物条例 

景観の形成等に関する条例 

都市計画法第５３条申請 

建築確認申請 

２９条申請 都市計画法４３条申請 

宅地造成許可申請 


